
総社市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和元年９月２０日 

 

                                        総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第３３号 

 

総社市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

 

総社市印鑑登録及び証明に関する条例（平成１７年総社市条例第１６３号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」とい

う。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には，当該改正部分を削り，改正後部

分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 

改   正   後 改   正   前 

 

（登録印鑑） 

第３条 略 

２ 次の各号のいずれかに該当する印鑑は，登録することができない。 

(１) 住民基本台帳に記録されている氏名，氏，名，旧氏（住民基本台帳法

施行令（昭和４２年政令第２９２号。以下「令」という。）第３０条の

１３に規定する旧氏をいう。以下同じ。）若しくは通称（令第３０条の

１６第１項に規定する通称をいう。以下同じ。）又は氏名，旧氏若しく

は通称の一部を組み合わせたもので表していないもの 

(２) 職業，資格，その他氏名，旧氏又は通称以外の事項を表しているもの 

 

(３)～(７) 略 

３ 略 

 

（印鑑の登録） 

第５条 略 

２及び３ 略 

４ 市長は，第２項又は前項の規定により第１項の確認をした場合は，印鑑

 

（登録印鑑） 

第３条 略 

２ 次の各号のいずれかに該当する印鑑は，登録することができない。 

(１) 住民基本台帳に記録されている氏名，氏，名若しくは通称（住民基本

台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第３０条の２６第１項に規

定する通称をいう。以下同じ。）又は氏名若しくは通称の一部を組み合

わせたもので表していないもの 

 

(２) 職業，資格，その他氏名又は通称以外の事項をあわせ表しているも  

  の 

(３)～(７) 略 

３ 略 

 

（印鑑の登録） 

第５条 略 

２及び３ 略 

４ 市長は，第２項又は前項の規定により第１項の確認をした場合は，印鑑



登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。 

(１)～(３) 略 

(４) 氏名（氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合

にあっては，氏名及び当該旧氏，外国人住民に係る住民票に通称が記録

されている場合にあっては，氏名及び当該通称） 

(５)～(９) 略 

 

（印鑑登録の抹消） 

第１３条 略 

２ 市長は，被登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った

場合は，職権で印鑑の登録を抹消するものとする。 

(１)及び(２) 略 

(３) 氏名，氏（氏に変更があった者にあっては，住民票に記録されている

旧氏を含む。）又は名（外国人住民にあっては，通称又は氏名のカタカ

ナ表記を含む。）の変更（登録されている印影を変更する必要のない場

合を除く。）があったとき。 

(４)及び(５) 略 

（印鑑登録証明書） 

第１４条 印鑑登録証明書は，印鑑登録原票に登録されている印影の写し及

び次に掲げる事項について電子計算機により作成する。 

(１) 略 

(２) 氏名（氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合

にあっては，氏名及び当該旧氏，外国人住民に係る住民票に通称が記録

されている場合にあっては，氏名及び当該通称） 

(３)～(６) 略 

２ 略 

 

登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。 

(１)～(３) 略 

(４) 氏名（外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあって

は，氏名及び通称） 

 

(５)～(９) 略 

 

（印鑑登録の抹消） 

第１３条 略 

２ 市長は，被登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った

場合は，職権で印鑑の登録を抹消するものとする。 

(１)及び(２) 略 

(３) 氏名，氏若しくは名（外国人住民にあっては，通称又は氏名のカタカ

ナ表記を含む。）の変更（登録されている印影を変更する必要のない場

合を除く。）があったとき。 

 

(４)及び(５) 略 

（印鑑登録証明書） 

第１４条 印鑑登録証明書は，印鑑登録原票に登録されている印影の写し及

び次に掲げる事項について電子計算機により作成する。 

(１) 略 

(２) 氏名（外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあって

は，氏名及び通称） 

 

(３)～(６) 略 

２ 略 

 

附 則 

この条例は，令和元年１１月５日から施行する。 

 


